
ケアプランデータ連携システムの利用促進について 

令和 5年 5月 19 日に公布された「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す

るための健康保険法等の一部を改正する法律」（令和 5年法律第 31号）により、介護情

報基盤の構築が進められています。 

その一環として介護現場の業務効率化や職員の負担軽減のため、居宅介護支援事業所

と居宅サービス事業所の間で毎月やり取りされるケアプランの一部を、データ連携する

システムが整備されました。 

利用促進施策として、本システムを無料で利用できるフリーパスキャンペーンが令和

7年 6月から開始し、「介護保険資格確認等WEBサービスの統合日」まで、キャンペー

ン期間が延長いたしました。 

また、介護職員等処遇改善加算等の上乗せ要件に本システムを令和８年度中に利用す

ること、が含まれておりますので、この機会にご利用を検討ください。 



介護保険資格等WEBサービスについて 

介護保険資格確認等WEBサービスとは、介護情報基盤に接続してオンラインで介護

保険の資格情報や介護に関する必要な情報を確認し、情報のやり取りを行うためのオン

ライン窓口です。 

 また、川口市では介護情報基盤の運用開始に向けて、令和８年４月から介護保険（要

介護・要支援）認定申請書の同意欄が修正されています。旧様式を使用している事業所

につきましては、新様式を使用するようにお願いいたします。

【参考】 

ケアプランデータ連携システムヘルプデスクサポートサイト（国民健康保険中央会） 

https://www.careplan-renkei-support.jp/ 

介護情報基盤ポータル（国民健康保険中央会） 

https://www.kaigo-kiban-portal.jp/

介護保険 申請書ダウンロード（川口市ホームページ） 

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01070/050/kakusyushinseisho/1829.html
















